
木曽広域ケーブルテレビ加入のご案内

初期ご負担額

◆ 一般世帯・別荘 加入料（引込工事費含む）  66,000円

（令和６年４月）

※借家については、加入料等を住宅オーナーが負担する場合がありますのでご相談下さい。
※ブースター・分配器などの既存設備の交換等が必要となる場合、上記金額以外にオプション料金が発
生いたします。

※加入場所に住民票がある世帯へは、音声告知端末を無償貸与いたします。住民票が無く、音声告知端
末の設置を希望する場合は別途44,000円必要となります。

※建物の近くにケーブルテレビの伝送路がない場合は、工事に２ヶ月以上かかりますのでお早めに
お申し込みください（新築時は特にご注意ください）。

基本契約及び月額使用料

◆ ケーブルテレビ視聴（別紙チャンネルプランをご覧ください）

＋域内ＩＰ電話 （加入者間通話料無料）月額使用料 1,670円

◆ インターネット接続サービス（回線利用料＋プロバイダ利用料）

利用申込料(初回のみ）  2,200円
1Ｍプラン 月額利用料 1,250円

 15Ｍプラン 月額利用料 3,560円
300Ｍプラン 月額利用料 4,080円

1Ｇプラン 月額利用料 4,400円

木曽広域情報センター:〒397-0001木曽郡木曽町福島1320（℡0264-21-2212）

※域内アイピー電話は、ＮＴＴ回線を使用せず、ケーブルテレビ網を活用した電話サービスで、加入者
間における通話が無料でご利用いただけます。使用する際は、「＊」（アスタリスク）を2回押して
から、相手の電話番号（市外局番を除く）を押してください。

※音声告知端末機を設置されない場合は、域内ＩＰ電話の使用はできません。その場合でも基本月額使
用料は上記の金額となります。

※ＮＨＫの受信料は別途必要になります。ＮＨＫとの受信契約はお客様ご自身でご対応をお願いします。

※通信速度は理論上の最大速度であり、回線状況や加入者様の通信設備等の環境により異なりますので、
通信速度を保証するものではありません。無線で利用する際のルーターはお客様でご用意ください。

※メールアドレス１個、ホームページ容量10MBがついています。
※その他オプションとして、固定IPアドレス（1個：220円/月）、追加メールアドレス
（1 個：220 円/月）、追加ホームページ容量（10MB：220円/月）がございます。

※インターネットを一度解約された場合は、解約月の翌月から起算して12ヶ月はお申込みできません。

※当ケーブルテレビでＢＳデジタル放送を視聴する場合は申込みが必要です。
※宅内のケーブルがＢＳ視聴の規格に合わない場合（４Ｋ８Ｋ視聴など）は交換費用が実費かかります。
※別途、ＮＨＫとの衛星契約が発生します。お客様でご対応をお願いいたします。

オプションサービス

◆ ＢＳパススルー視聴  月額利用料 無 料

（上記基本契約への加入が必要となります）

速度選択



＊各建物への引込工事及び加入契約に関する留意点＊

裏面に記載した「加入料」「月額使用料」は、ひとつの加入契約に対して生じる費用となります。
ここで、「ひとつの加入契約」について標準的な形を図示しますと‥

①最寄りの電柱・電線等から、各建物の軒先等にＶＯＮＵを設置しケーブルを引き込みます。
②更にＶＯＮＵから宅内に設置するＤＯＮＵまで光ケーブルを配線します。

ＤＯＮＵは音声告知端末やオプションのインターネットを利用される場合のパソコンやルーターの
接続先になります。
③音声告知端末を設置された場合は、電話機の接続先となります。

〔木曽広域ケーブルテレビの標準工事について…〕
引込工事費負担金で行なう標準工事では、ア：ＶＯＮＵの設置、イ：クロージャーからＶＯＮＵまでの引

込工事、ウ：既存テレビ線のＶＯＮＵへの接続、エ：ＤＯＮＵの設置と接続、オ：テレビチューニング（１
台）を行なわせていただきます。また、音声告知端末を設置される場合は、カ：ＤＯＮＵから音声告知端末
までのケーブル配線【２０ｍ以内】、キ：電話線・電話機の接続替え等を行います。
ＶＯＮＵ、ＤＯＮＵ、音声告知端末は無償貸与品となります。紛失や故意による障害については実費がか

かります。
その他の工事が必要となった場合（ク：既存テレビ配線・設備の変更・改修、既存電話線の交換・延長、

ケ：インターネット接続、パソコンの設定に必要な工事・作業、コ：ＤＯＮＵから音声告知端末までのケー
ブルが２０ｍを超える部分…等）は標準外の工事となりますので、実費を加入者様に別途ご負担いただくこ
とになります。

保安器

地下埋設施工

構内自営柱

例：構内自営柱への引込に
よる地下埋設施工の場合…

VONU

クロージャーからＶＯＮＵまでのひとつの引込で、「ひとつの加入契約」という扱いになります。

加入ガイド

〔特殊な引込工事が必要な場合…〕
上に図示したものが標準的な引込工事となります

が、特殊な工事が必要となる場合は、別途協議をさ
せていただきます。例えば…引込対象の建物が電気
・電話等を直接建物へ引き込まず、構内自営柱を経
由して地下埋設等により建物へ引き込んでいる場合
、ケーブルテレビの引込工事においても空配管等利
用可能な設備がある場合は、同様の工事が可能です
。
ただし、その際のＶＯＮＵの設置場所は、構内自

営柱とさせていただく場合があります。また、ＶＯ
ＮＵから先の工事で標準外の工事にあたる部分の費
用負担をお願いすることがあります。

スマホ

木曽郡内無料通話
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